
第１号様式（第２条関係）

管理番号：9147

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性

 個人情報目的外利用による実施機関内での情報連携及び医療機関か らの受診票、予診票の提出

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部感染症対策室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 風しん予防接種事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部感染症対策室

 予防接種法に基づく風しん予防接種の実施に当たり、対象者を管理す るために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６納入状況、７公的扶助、８銀行口座、９続柄、１０

健康状態、１１傷病歴、１２障害、１３身体特性



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9148

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 65歳の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しく は呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによ

る免疫の機能に障害 を有するもの

 個人情報目的外利用による実施機関内での情報連携及び医療機関か らの受診票、予診票の提出並びに本人から

の申請（償還払い）

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部感染症対策室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 高齢者等肺炎球菌予防接種事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部感染症対策室

 予防接種法に基づく高齢者等肺炎球菌予防接種の実施に当たり、対象者を管理するために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６納入状況、７公的扶助、８銀行口座、９続柄、１

０健康状態、１１傷病歴、１２障害、１３身体特性



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9149

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市内の精神科病院に措置入院または措置解除したもの、長崎市外の精神科病院に措置入院または措置解除し

たもので長崎市長であるもの。

 精神科病院　長崎県より紙及び電子メールにて情報収集

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部地域保健課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 措置入院患者台帳ファイル

 長崎市長

 市民健康部地域保健課

 台帳に基づき、入院期間が適正であるが、定期病状報告が提出されているか確認し、精神科病院に連絡指導を行う

ために利用する。

氏名、（生年月日、住所、性別）、入院日、解除日、医療機関名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9150

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市内の精神科病院に医療保護入院または退院したもの、長崎市外の精神科病院に医療保護入院または退院し

たもので長崎市民であるもの。

 精神科病院　長崎県より紙及び電子メールにて情報収集

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部地域保健課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 医療保護入退院届台帳ファイル

 長崎市長

 市民健康部地域保健課

 台帳に基づき入院期間が適正であるが、入院期間更新届が提出されているか確認し、精神科病院に連絡指導を行う

ために利用する。

氏名、生年月日、性別、入院日、退院日、医療機関名、病名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9151

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本市において新型コロナワクチン接種券を発行した者。本市が発行した 接種券を用いて新型コロナワクチン接種を受けた

者。

 庁内：庁内連携システム　医療機関等：予診票、ワクチン接種記録シス テム

 含まない

 他市区町村長、日本電気株式会社長崎支店（本市業務委託先）、株式 会社ミラボ（国の業務委託先）

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部感染症対策室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 新型コロナウイルス予防接種に関する事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部感染症対策室

 予防接種対象者を正確に把握するとともに、予防接種に関する記録の 適正な管理を図るために利用する。

・宛名基本ファイル1宛名番号、2小学校区コード、3自治コード、4電話区分、5履歴連番、6中学校区コード、7氏名か

な、8FAX、9適用日、10投票区コード、11氏名漢字、12メールアドレス、13登録業務、14算定団体コード、15本名か

な、16郵便返却区分、17住民票コード、18生年月日、19本名漢字、20登録事由、21世帯番号、22和暦生年月

日、23郵便番号、24現存区分、25表示用生年月日、26郵便番号ＢＣ、27番号制度個人番号、28人格区分、29

性別、30町名、31番号制度法人番号、32国籍コード、33市町村コード、34番地、35支所コード、36大字コード、37方

書、38地区コード、39本番、40代表者肩書、41行政区コード、42枝番１、43代表者氏名、44班コード、45枝番２、

46電話番号・新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する記録項目1個人番号、2宛名番号、3自治体

コード、4接種券番号、5属性情報（氏名、生年月日、性別）、6接種状況（実施/未実施）、7接種回（1回目/２

回目/３回目）、8接種日、9ワクチンメーカー、10ロット番号、11ワクチン種類（※）、12製品名（※）、13旅券関係

情報（旧姓・別姓・別名、ローマ字氏名、国籍、旅券番号）（※）、14証明書ID（※）、15証明書発行年月日

（※）　※　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の交付に必要な場合のみ



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9152

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 年度末年齢が40歳以上の生活保護受給者及び中国残留邦人等

 健康診査受診票から収集する

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部健康づくり課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 健康増進法に基づく健康診査事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部健康づくり課

 健診結果を管理し対象者には保健指導を行うとともに、委託料支出のため健診内容を審査する。 また、統計資料を

作成するために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6健診受診日・受診医療機関、7既往歴、8自覚・他覚症

状、9健診結果、10質問項目



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9153

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 満20,25,30,35,40,50,60,70又は80歳の市民、現在喫煙者で禁煙を希望している20歳以上の市民及び医療機関以

外で行う集団検(健)診受診者のうち20歳以上の市民

 福祉系システム及び本人並びに委託医療機関の記入した検診票から収集する。

 含まない

 パンチ業者

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部健康づくり課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 長崎市歯周疾患検診事業事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部健康づくり課

 検診対象者に対する受診推奨のための案内はがき発送、検診受診者の保健医療情報入力及び地域保健・健康増

進事業報告のための統計資料作成等に利用する。

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５識別番号、６歯周疾患検診における記録項目



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9154

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 許可営業者、届出営業者

 営業者本人が提出する営業許可申請書・営業届又は食品衛生監視員が行った立入検査記録等から収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部生活衛生課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 食品衛生許可等管理台帳ファイル

 長崎市長

 市民健康部生活衛生課

 食品衛生法に基づく許可施設及び届出施設の情報を管理するため

1営業者ID、2営業所施設ID、3業種ID、4申請者住所、5申請者氏名、6申請者生年月日、7申請者電話番号、8

申請者FAX番号、9申請者メールアドレス、10食品衛生等申請システムID、11営業所所在地、12営業所の名称、13

営業所電話番号、14営業所FAX番号、15食品衛生責任者又は管理者（区分、資格、氏名、資格取得年月

日）、16主な取扱食品、17衛生管理の区分、18担当者氏名、19担当者電話番号、20申請者の欠格事項の有

無、21使用水の区分、22店舗区分、23生食食肉の加工・調理の有無、24ふぐ処理者氏名、25営業の業種、26種

別、27許可の条件、28受付日、29受付番号、30許可年月日、31許可番号、32許可の有効期間、33廃業年月日、

34廃業番号、35廃業区分、36変更年月日、37変更内容、38施設情報、39監視記録、40違反（苦情）発見処理

情報、41行政処分履歴、42収去履歴



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9157

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国保被保険者のうち、市県民税が非課税である者で減額認定証の交付 を受けた者。また交付前に差額が発生した

者。及び指定難病受給資格 ある者。

 本人、本人以外、公共的団体

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 入院時食事療養費標準負担額減額支給事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 入院時食事療養費標準負担額減額にあたり、国保被保険者の申請後、審査をしたうえで差額分を世帯主の口座へ

振り込むため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6認識番号、7銀行口座、8続柄、9傷病歴、10その他



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9158

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書

を提出した者

 被保険者からの申請書の提出、医療機関発行の証明書、長崎県国保連合会からのレセプト情報

 含まない

 長崎県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 国民健康保険被保険被保険者の申請に基づき、認定証を交付するため。また、非課税世帯のかたの一部が90日を超

えて入院した場合、申請に基づき標準負担額の長期該当を認定するため。

1氏名、2住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話番号、６識別番号、７収入、8続柄、9傷病歴、10受診した医

療機関名・診療日数、11適用区分、12長期該当適用日



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9159

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国保税滞納者で内部基準以上の滞納税がある者

 本人、実施機関内の滞納整理支援システム

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 資格証明書交付・管理事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 国保税の未収金対策として資格証明書の交付が義務づけられることとなり、その対象者を継続的に管理するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7職業・職歴、8財産・収入、9納入状況、10家

族状況、11続柄、12健康状態



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9160

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 葬祭を行った者（喪主）

 本人、葬祭を行った者（喪主）

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 葬祭費支給事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 被保険者が死亡した際に、葬祭費支給申請を受け付けた上で葬祭を行った者に支給する

1氏名、2性別、3住所、4電話番号、5識別番号、6続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9161

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国民健康保険被保険者及び国民健康保険擬制世帯主（喪失者を含む。）

 実施機関内、本人及び代理人から提出された国民健康保険に関する届出

 含む

 長崎県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 長崎市国民健康保険給付総括事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 国民健康保険資格得喪、給付全般を管理するため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7その他（国保資格取得日・喪失日）、8職

歴、9続柄、10傷病歴、11その他（DV関係、医療機関等への受診状況、各種給付状況等）



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9162

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国保税滞納者で内部基準以上の滞納税がある者

 実施機関内の滞納整理支援システム

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 短期保険証管理事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 国保税の未収入金を削減するために通常よりも有効期限が短い被保険者証を交付しているが、その交付状況を把握

するため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9163

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国保法第9条第3項（一定以上の滞納額がある世帯に保険証の返還を求めることができる規定）に定める世帯主と

被保険者

 国・地方公共団体等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 資格証明書交付判定事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 資格証明書交付判定事務を行うにあたり、「被爆者援護法」の規定による医療の対象者を対象から除外するため

1氏名、2住所、3識別番号



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9164

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 交通事故等での第三者行為で国保による診療を受け、第三者行為の傷病届を提出した者

 被保険者、医療機関、損害賠償保険会社

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 第三者行為損害賠償請求事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 第三者行為による診療報酬明細書について、医療機関に保険者負担額を支払った後、被保険者（被害者）が有す

る第三者（加害者）に対しての損害賠償請求権を代位取得した上で、損害賠償するため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7傷病歴、8その他（第三者が加入している損

害賠償保険会社名）



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9165

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考
【個人情報が記録されている主な行政文書の名称】・人間ドック、脳ドック申込書・人間ドック、脳ドック対象者一覧

表・人間ドック、脳ドック結果通知書・歯科健診申込書・歯科健診対象者一覧表

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 助成申込書を提出した者

 本人、本人以外（健診実施医療機関）

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 健診事業事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 人間ドック・脳ドック助成抽選作業・歯科健診助成対象作業のために利用する。

1氏名、２住所、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7健康状態



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9166

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 【個人情報が記録されている主な行政文書の名称】・医療費通知再交付申請書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 医療機関受診者

 本人、本人以外（世帯主）

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 医療費通知の再交付事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 希望により医療費通知の再交付をするために利用する。

1氏名、２性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7続柄、８傷病歴、９その他（医療機関名）



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9167

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 医療機関受診者

 長崎県国民健康保険団体連合会

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 後発医薬品利用促進通知事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 後発医薬品を使用した場合の自己負担額の軽減について周知するために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、５被保険者番号記号、6医薬品名・薬効分類名称、7医療機関名



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9168

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 医療機関受診者

 長崎県国民健康保険団体連合会

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 医療費通知事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 医療費通知の送付状況を管理するために利用する。

1氏名、2住所、3識別番号、4その他（受診状況）



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9169

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国民健康保険の加入・喪失に係る異動があった者。

 生活福祉課より生活保護開始・廃止リストをデータにて受領、システムにて住民異動リストを抽出、その他は本人または

代理人からの届出

 含まない

 県、他市町村

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 国民健康保険資格得喪事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 市民からの国民健康保険の加入・喪失の届出について審査を行い、国保資格の適正化を図る

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5本籍・国籍、6電話番号、7識別番号、8職業・職歴、9学業・学歴、10

続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9170

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国民健康保険異動届を提出した者、国民健康保険申告書を提出した者、国民健康保険税の減免または軽減の申

請書を提出した者

 本人または代理人からの届出、他都市への照会

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 国民健康保険税に関する課税事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 国民健康保険税を適正に課税し、納税義務者に通知する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5本籍・国籍、6電話番号、7識別番号、8職業、9学業、10財産・収入、

11納入状況、12公的扶助、13親族関係、14家族状況、15居住状況、16続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9172

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 結核性疾病及び精神病に該当する傷病名が記載された診療報酬明細書がある被保険者

 長崎県国民健康保険団体連合会（システムによる抽出）

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 特別調整交付金交付申請事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 結核性疾病及び精神病に係る特別調整交付金を申請するための資料作成に利用する。

１氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5被保険者記号番号、６宛名番号、7診療報酬明細書に記された情報

（傷病名、治療内容、投薬状況等）



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9173

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国民健康保険加入の40歳以上74歳以下の者

 実施機関内の住民記録系システム、委託実施機関内のシステム

 含む

 長崎県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 特定健康診査・特定保健指導事務（健診結果を活用した保健指導関連事務を含む）ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 特定健康診査及び特定保健指導の受診券・利用券や実施案内、健診結果票、受診・利用勧奨通知を送付し、健

診結果を使用した保健指導を実施する。また、受診・利用の履歴を管理する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7健康状態、8傷病歴



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9174

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考
申請書の種類・高額療養費支給申請書・委任払認定申請書・高額療養費（外来年間合算）支給申請書・高額

介護合算支給申請書・自己負担額証明書交付申請書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国民健康保険被保険者又は被保険者であった者で、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給対象となる者

 被保険者からの支給申請書等の提出、実施機関内のシステム、長崎県国保連合会からのレセプト情報

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 国民健康保険高額療養費及び高額介護合算療養費支給事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 国民健康保険被保険者の高額療養費支給申請及び高額介護合算療養費について審査、決定し、被保険者等へ

支給するために利用する。

1氏名、2性別、３生年月日・年齢、４住所、5続柄、6識別番号、7受診した医療機関名・診療日数、8一部負担金

の支払い額及び自己負担額、9収入、10銀行口座、11傷病歴、１２自己負担限度額



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9175

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染もしくは感染の疑いがあり、労務に服することができなかった者

 被保険者、被保険者の勤務先、公共的団体等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 傷病手当金支給事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 傷病手当金支給にあたり、被保険者の申請後に審査したうえで、被保険者の口座に振り込みを行うため。

1氏名、2性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、６識別番号、7職業・職歴、８財産・収入、９銀行口

座、10事業所名・給与形態等、11続柄、12健康状態、13傷病歴、14受診した医療機関名・診断等、15主張・意見



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9176

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被保険者で、医療機関に受診した者

 被保険者、医療機関

 含まない

 国・地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 診療報酬明細書点検事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 医療機関から提出された診療報酬明細書を点検し、医療機関へ適正な保険者負担を支払うもの

1氏名、2性別、３生年月日・年齢、４識別番号、５傷病歴、６医療機関名・診療内容



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9177

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被保険者で、診療報酬明細書（レセプト）の請求をした者

 被保険者、被保険者の親族・遺族・法定代理人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 診療報酬明細書開示事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 被保険者からの請求により、診療報酬明細書（レセプト）等の開示（または非開示）をするため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、４住所、５電話番号、６識別番号、７続柄、８傷病歴、９医療機関名・診療

内容



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9178

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 生活全般の悩みを抱えた市民

 困りごと相談連絡票（福祉版）の授受

 含まない

 国・地方公共団体、長崎県国民健康保険団体連合会、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 庁内関係課及び外部組織と連携した長崎市自殺対策計画に基づく支援体制の構築事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 自殺に繋がるリスクの高い生活上の悩みを抱えた市民への早期対応のため。

１氏名、２生年月日・年齢、３住所、４電話番号、５職業･職歴、６財産・収入、７納入状況、８公的扶助、９

多重債務、１０親族関係、１１婚姻歴、１２家族状況、１３居住状況、１４続柄、１５介護・子育て、１6健康

状態、１７ 傷病歴、１８障害、１９性格・性質



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9179

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 後期高齢者医療被保険者

 住民記録系システム、長崎県国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機及び後期高齢者医療広域連合標

準システムとのデータ連携等

 含まない

 国・地方公共団体、長崎県国民健康保険団体連合会、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 後期高齢者医療健康診査事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 後期高齢者医療健康診査受診者の受診結果を管理するため。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、６識別番号、７被保険者番号、８健康状態、９傷

病歴



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9180

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 後期高齢者医療被保険者、その配偶者及び同世帯に属する者

 住民記録系システム、税系システム及び後期高齢者医療広域連合標準システムとのデータ連携等

 含まない

 実施機関内、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 支援措置事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の方の住居情報を加害者に知られないよう保護するため。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８被保険者番号、９財

産・収入、１０ 納入状況、１１公的扶助、１２銀行口座、１３家族状況、１４居住状況、１５続柄、１６障害



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9181

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 後期高齢者医療被保険者、その配偶者及び同世帯に属する者

 住民記録系システム、税系システム及び後期高齢者医療広域連合標準システムとのデータ連携等

 含まない

 実施機関内、国・地方公共団体、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 後期高齢者医療保険料に関する申請の受付事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 後期高齢者医療制度に係る被保険者の保険料賦課に関して必要な情報を提供するため。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８被保険者番号、９財

産・収入、１０ 納入状況、１１公的扶助、１２銀行口座、１３家族状況、１４居住状況、１５続柄、１６障害



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9182

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 後期高齢者医療被保険者、その配偶者及び同世帯に属する者

 住民記録系システム、税系システム及び後期高齢者医療広域連合標準システムとのデータ連携等

 含まない

 実施機関内、国・地方公共団体、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 後期高齢者医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 後期高齢者医療制度に係る被保険者の保険給付事務に関して必要な情報を提供するため。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８被保険者番号、９財

産・収入、１０ 納入状況、１１公的扶助、１２銀行口座、１３家族状況、１４居住状況、１５続柄、１６障害



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9183

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 後期高齢者医療被保険者、その配偶者及び同世帯に属する者

 住民記録系システム、税系システム及び後期高齢者医療広域連合標準システムとのデータ連携等

 含まない

 実施機関内、国・地方公共団体、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 後期高齢者医療資格確認書及び資格情報のお知らせの引渡し・返還受付事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 後期高齢者医療制度に係る被保険者の資格確認書及び資格情報のお知らせの引渡しや返還の受付に関して必要

な情報を提供するため。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８被保険者番号、９財

産・収入、１０ 納入状況、１１公的扶助、１２銀行口座、１３家族状況、１４居住状況、１５続柄、１６障害



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9184

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 後期高齢者医療被保険者、その配偶者及び同世帯に属する者

 住民記録系システム、税系システム及び後期高齢者医療広域連合標準システムとのデータ連携等

 含まない

 実施機関内、他の実施機関、国・地方公共団体、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 後期高齢者医療制度に係る被保険者の資格管理事務に関して必要な情報を提供するため。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８被保険者番号、９財

産・収入、１０ 納入状況、１１公的扶助、１２銀行口座、１３家族状況、１４居住状況、１５続柄、１６障害



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9185

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 後期高齢者医療被保険者、その配偶者及び同世帯に属する者

 住民記録系システム、税系システム及び後期高齢者医療広域連合標準システムとのデータ連携等

 含まない

 実施機関内、他の実施機関、国・地方公共団体、長崎県後期高齢者医療広域連合

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部後期高齢者医療室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部後期高齢者医療室

 後期高齢者医療制度に係る保険料徴収事務に関して必要な情報を提供するため。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８被保険者番号、９財

産・収入、１０ 納入状況、１１公的扶助、１２銀行口座、１３家族状況、１４居住状況、１５続柄



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9186

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 伊王島国民健康保険診療所を受診した患者

 患者から提出された保険証、資格確認証、医療受給者証、患者の診療紹介状

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

（所在地）〒851-1201　 長崎市伊王島町２丁目８４６番地６

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 電子カルテシステム（診療録）ファイル

 長崎市長

 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

 患者の診療、検査、投薬等の診療録及び統計資料

１患者番号、２カルテ番号、３氏名、４生年月日、５性別、６住所、７電話番号、８年齢、９被保険者証記号・

番号・有効期限、１０公費負担番号・受給者番号、１１傷病名・経過、１２入院歴、１３処方・処置、１４診療

の点数



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9187

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 伊王島国民健康保険診療所を受診した患者

 患者から提出された保険証、資格確認証、医師の診療記録、検査記録、看護記録

 含む

 審査支払機関（支払基金・国保連合会）

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

（所在地）〒851-1201　 長崎市伊王島町２丁目８４６番地６

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 電子カルテシステム（医事）ファイル

 長崎市長

 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

 医事会計、診療報酬請求、未収金管理、医事統計、疾病統計のために利用する

１患者番号、２患者氏名、３住所、４生年月日・年齢、５性別、６電話番号、７保険情報、８受診歴、９診療

情報、１０処方、１１病歴・病名、１２調定・未収情報、１３請求金額



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9188

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 伊王島国民健康保険診療所にて介護保険主治医意見書を作成した者

 カルテ情報、患者・家族からの聞き取り、他の医療機関からの情報提供、根拠法令：介護保険法

 含む

 介護予防・生活支援サービス事業利用に関する情報提供書作成業務を承諾した自治体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

（所在地）〒851-1201　 長崎市伊王島町２丁目８４６番地６

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 介護主治医意見書控綴りファイル

 長崎市長

 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

 主治医意見書作成に係る確認及び請求処理

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6被保険者番号、7診療情報



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9189

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 伊王島国民健康保険診療所にて治療等経過書を作成した者

 カルテ情報

 含む

 治療等経過書の作成及び提供業務を承諾した自治体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

（所在地）〒851-1201　 長崎市伊王島町２丁目８４６番地６

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 治療等経過書・対象疾患の状況控綴りファイル

 長崎市長

 市民健康部伊王島国民健康保険診療所

 治療等経過書・対象疾患の状況作成に係る確認及び請求処理

1氏名、2性別、3生年月日、4受給者番号、5疾患名、6治療等の状況



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9647

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 国民健康保険被保険者及び国民健康保険擬制世帯主（喪失者を含む。）

 国民健康保険システム、長崎県国民健康保険団体連合会

 含む

 長崎県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部国民健康保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 国保情報集約関連情報ファイル

 長崎市長

 市民健康部国民健康保険課

 国民健康保険資格情報の集約・管理を行うため。

1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6続柄、7各種証管理状況、8負担区分情報等



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9648

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 20歳以上の女性（子宮がん）、30歳以上の女性（乳がん）、40歳以上の男性・女性（胃・肺・大腸がん）、50歳

以上の男性（前立腺がん）でがん検診を受診した者。要精密と判定された者。

 本人が記入したがん検診申込書並びに委託医療機関等の記入した受診者内訳書等から収集する。

 含まない

 長崎大学医学部泌尿器科（前立腺がん検診精密検査受診者のみ）

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部健康づくり課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 がん検診事業ファイル

 長崎市長

 市民健康部健康づくり課

 委託料支出のための検診内容の審査、前立腺がん検診受診希望者への受診決定通知発送、精密検査受診勧奨

通知発送、地域保健・健康増進事業報告等の統計資料、市保健行政の作成のために利用する。

１氏名、２住所、３性別、４生年月日・年齢、５電話番号、６職業、７公的扶助、８がん検診及び精密検査の受

診日、受診医療機関、結果



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9649

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 当該年度4月1日時点で、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男性・女性。

 本人が記入した胃がんリスク検診受診票から収集する。

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部健康づくり課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 胃がんリスク検診事業ファイル

 長崎市長

 市民健康部健康づくり課

 委託料支出のための検診内容の審査、統計資料、市の保健行政を作成するために利用する。

１氏名、２住所、３生年月日、４検診受診日、５受診医療機関名、６受診結果



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9685

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能に障害を有するもの

 個人情報目的外利用による実施機関内での情報連携及び医療機関からの予診票の提出並びに本人からの申請

（償還払い）

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部感染症対策室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部感染症対策室

 予防接種法に基づく高齢者等新型コロナウイルス感染症予防接種の実施に当たり、対象者を抽出するために利用す

る。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６納入状況、７公的扶助、８銀行口座、９続柄、１

０健康状態、１１傷病歴、１２障害、１３身体特性



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9686

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するもの

 個人情報目的外利用による実施機関内での情報連携及び医療機関からの予診票の提出並びに本人からの申請

（償還払い）

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部感染症対策室

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 高齢者等帯状疱疹予防接種事務ファイル

 長崎市長

 市民健康部感染症対策室

 予防接種法に基づく高齢者等帯状疱疹予防接種の実施に当たり、対象者を管理するために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６納入状況、７公的扶助、８銀行口座、９続柄、１

０健康状態、１１傷病歴、１２障害、１３身体特性



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9696

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に犬の登録をした者

 本人からの申請、他都市からの情報提供、動物病院への委託

 含まない

 他の市町村、警察署、契約している動物病院

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部動物愛護管理センター

（所在地）〒852-8104　 長崎県長崎市茂里町2番34号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 犬の登録台帳ファイル

 長崎市長

 市民健康部動物愛護管理センター

 狂犬病予防法に基づく犬の登録や狂犬病予防注射等の情報管理のため

１氏名、２住所、３電話番号、４飼っている犬の個体情報、５飼っている犬の狂犬病予防注射の接種履歴、６その

他飼い主変更等の履歴



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9699

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 野母崎診療所において治療等経過書を作成した者

 カルテ情報

 含む

 治療等経過書の作成及び提供業務を承諾した自治体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部野母崎診療所

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町2283番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 治療等経過書・対象疾患の状況控綴りファイル

 長崎市長

 市民健康部野母崎診療所

 治療等経過書・対象疾患の状況作成に係る確認及び請求処理

1氏名、2性別、3生年月日、4受給者番号、5疾患名、6治療等の状況



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9700

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 野母崎診療所において介護保険主治医意見書を作成した者

 カルテ情報、患者・家族からの聞き取り、他の医療機関からの情報提供、根拠法令：介護保険法

 含む

 介護予防・生活支援サービス事業利用に関する情報提供書作成業務を承諾した自治体

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部野母崎診療所

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町2283番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 介護主治医意見書控綴りファイル

 長崎市長

 市民健康部野母崎診療所

 主治医意見書作成に係る確認及び請求処理

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6被保険者番号、7診療情報



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9701

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 野母崎診療所を受診した患者

 患者から提出された保険証、医師の診療記録、検査記録、看護記録

 含む

 審査支払機関（支払基金、国保連合会）

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部野母崎診療所

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町2283番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 医事ファイル

 長崎市長

 市民健康部野母崎診療所

 医事会計、診療報酬請求、未収金管理、医事統計、疾病統計のために利用する

1患者番号、2患者氏名、3住所、4生年月日・年齢、5性別、6電話番号、7保険情報、8受診歴、9診療情報、10処

方、11病歴・病名、12調定・未収情報、13請求金額



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9702

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 野母崎診療所を受診した患者

 患者から提出された保険証、医療受給者証、患者の診療紹介状

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 市民健康部野母崎診療所

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町2283番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 診療録（カルテ）ファイル

 長崎市長

 市民健康部野母崎診療所

 患者の診療、検査、投薬及び看護を行う

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5電話番号、6続柄、7年齢、8被保険者証記号・番号・有効期限、9公費負担

番号・受給者番号、10傷病名・経過、11入院歴、12処方・処置、13診療の点数



第１号様式（第２条関係）

管理番号：9139

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、

その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 １８歳未満の者で身体障害者手帳の交付を受けた者、手帳の内容に変 更が生じた者、あるいはその保護者

 実施機関内（障害者手帳情報を管理するシステムによる収集）

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地

（名称） 福祉部障害福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 障害児の身体障害者手帳交付にかかる通知事務（管轄保健所あて）フ ァイルファイル

 長崎市長

 保健所

 １８歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた場合の手帳内容について 居住地を管轄する保健所に通知するために利

用する

〇基本的事項１氏名、２性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号〇心身状態１障害


